
 

 

 

 

 

 
 

「災害時における物資の調達に関する協定」を締結します！ 

 

災害時における食料品、飲料水及び生活必需品などの物資を迅速かつ円滑に

被災者へ供給するため、次のとおり協定を締結します。 

 

 

 

●協定締結式 

 

  日 時 

   令和６年１月１９日（金） 午前１１時００分から 

   

 場 所 

府中町役場 ５階 第２委員会室 

  広島県府中町大通三丁目５番１号 

    

相手方 

    株式会社ユアーズ 

   広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

 

次 第 

 １ 開会 

    ２ 出席者紹介 

    ３ 協定の概要説明 

    ４ あいさつ 

    ５ 協定締結（署名） 

    ６ 記念撮影 

    ７ 閉式         

提 供 日 令和 ６年 １月１６日 

問い合わせ 

危機管理監 危機管理課 

（担当者：危機管理課長 松林） 

電話 082-286-3243 

報道資料 

広島県安芸郡府中町 


